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１. 14年 9月中間期の業績（平成 14年 4月 1日 ～ 平成 14年 9月 30日）
(1)経営成績

　　　　売    上    高 　   　 営　業　利　益 　 　経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

14年 9月中間期 12,862 7.8 163 64.3 178 50.1
13年 9月中間期 11,927 8.5 99 △ 11.6 119 △ 22.8
14年 3月期 25,138 343 374

     中間(当期）純利益 　      １ 株 当 た り 中 間     潜在株式調整後１株当

         ( 当 期 ） 純 利 益     たり中間(当期）純利益

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭

14年 9月中間期 100 50.7   18   31 ---
13年 9月中間期 66 △ 25.3   12   15 ---
14年 3月期 187   34   11 ---
(注)①持分法投資損益    14年 9月中間期       -        百万円   13年 9月中間期       -        百万円   14年 3月期       -        百万円

     ②期中平均株式数    14年 9月中間期     5,500,000 株   13年 9月中間期     5,500,000 株   14年 3月期     5,500,000 株

     ③会計処理の方法の変更　　 無

     ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況
１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円　銭 円　銭

14年 9月中間期          0   0 ---
13年 9月中間期          0   0 ---
14年 3月期 ---       10  00

(3)財政状態
       　総  資  産        株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり

株主資本
百万円 百万円 ％ 円　　銭

14年 9月中間期 5,606 3,499 62.4   636  28
13年 9月中間期 5,187 3,326 64.1   604  81
14年 3月期 5,550 3,453 62.2   627  91
(注)①期末発行済株式数　14年 9月中間期      　5,500,000 株　13年 9月中間期      　5,500,000 株　14年 3月期      　5,500,000 株
　　②期末自己株式数　　14年 9月中間期     　 　　　　 - 株　13年 9月中間期      　　      - 株　14年 3月期      　　　　  - 株

(4)キャッシュ･フローの状況
　　　営業活動による 　　 　投資活動による 　　 財務活動による 　    現金及び現金同等物

　　 キャッシュ・フロー 　　　キャッシュ・フロー 　　キャッシュ・フロー 　   期　 末 　残 　高
百万円 百万円 百万円 百万円

14年 9月中間期 320 △ 49 △ 54 1,779
13年 9月中間期 △ 55 △ 63 △ 54 1,316
14年 3月期 241 △ 111 △ 54 1,563

２. 15年 3月期の業績予想（ 平成 14年 4月 1日  ～  平成 15年 3月 31日 ）
　 　　　　売    上    高 　　　経　常　利　益 　　当　期　純　利　益 　 １株当たり年間配当金

期　　末

百万円 百万円 百万円 円　　銭 円　　銭

通　　期 26,200 500 270        10  00    10  00
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   49 円 09 銭 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および仮定に基づいておりますが、今後の経済情勢、事業運営における

様々な状況によって、実際の業績と異なる場合があります。なお、前提条件その他の関連する事項については、添付資料の５ページを

参照して下さい。


